
寄附を受けることができる道路（土地）……第３条関係 
 
第１項関係 
  新設道路（道路敷地のないところに築造する道路）は、開発行為に該当するため寄附

を受けられない。 
 
第２項（１）関係 

＊寄附を受ける土地（部分的な寄附は不可） 
＊幅員４ｍ未満の道路 

 
① 用地的、または物理的な行き止まり道路 
 
 
 
 
 
② 既存道路敷が分岐している場合 
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道路の有効幅員 
 

 

 
 
ただし、側溝用蓋（輪加重を受けるもの）を設けたものは有効幅員に含める。 
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